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(57)【要約】
【課題】胎児の頭部（特に顔面）を表した三次元画像を
形成する場合に、子宮壁、羊水中の浮遊物等がノイズと
して画像化されないようにする。
【解決手段】ボリュームデータ４０から面データ４２が
順次切り出される。各面データ４２Ａに対してテンプレ
ート４６を用いたマッチング処理が適用される。これに
より注目部位（例えば目及びその周囲）についての三次
元座標情報５６が得られる。それに基づいて、ボリュー
ムデータ４０の中から、注目部位を含む頭部に対応する
頭部データ７０が識別され、そのレンダリング処理によ
り三次元画像７４が形成される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内の三次元空間から取得されたボリュームデータに対し、対象組織に属する注目部
位に対応するテンプレートを利用したマッチング処理を適用するマッチング処理手段と、
　前記マッチング処理の結果に基づいて、前記ボリュームデータの中から、前記注目部位
を含んでいる前記対象組織に対応する対象組織データを識別する識別手段と、
　前記対象組織データに基づいて三次元画像を形成する画像形成手段と、
を含むことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、
前記対象組織は胎児の頭部であり、
前記注目部位は前記頭部に含まれる部位である、
ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項３】
　請求項２記載の装置において、
　前記注目部位は、目を含む部位、目及び腔を含む部位、額を含む部位、並びに、鼻及び
口を含む部位、の内の少なくとも１つである、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項４】
　請求項１記載の装置において、
　前記マッチング処理手段は、前記テンプレートのサイズを可変しながら前記マッチング
処理を実行する、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項５】
　請求項１記載の装置において、
　前記マッチング処理手段は、前記テンプレートの輝度を可変しながら前記マッチング処
理を実行する、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項６】
　請求項１記載の装置において、
　前記テンプレートは二次元テンプレートであり、
　前記マッチング処理手段は、前記ボリュームデータから面データを順次選択し、選択さ
れた面データに対して前記二次元テンプレートを用いた前記マッチング処理を適用する、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項７】
　請求項６記載の装置において、
　前記マッチング処理の結果として三次元座標情報が取得され、
　前記識別手段は、前記三次元座標情報に基づいて前記対象組織データを識別する、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項８】
　請求項７記載の装置において、
　前記二次元テンプレートは、眼球を模擬した第1輝度を有する円形領域と、その周囲の
領域であって前記第1輝度よりも高い第2輝度を有する周囲領域と、を含む、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項９】
　超音波画像処理装置において画像処理方法を実行するためのプログラムであって、
　前記画像処理方法は、
　生体内の三次元空間から取得されたボリュームデータに対し、胎児の頭部に属する注目
部位に対応するテンプレートを利用したマッチング処理を適用する工程と、
　前記マッチング処理の結果に基づいて、前記ボリュームデータの中から、前記注目部位
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を含んでいる前記頭部に対応する頭部データを識別する工程と、
を含むことを特徴とするプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波画像処理装置に関し、特に、ボリュームデータに基づく三次元画像処理
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波画像処理装置は、超音波の送受波によって得られたデータを処理する機能を有す
る装置であり、それは超音波診断装置、情報処理装置等によって構成される。以下におい
ては超音波診断装置について説明する。
【０００３】
　超音波診断装置は、生体に対して超音波を送受波し、これにより得られた受信信号を処
理することにより超音波画像を形成する医療用の装置である。近時、産科等において、三
次元画像を形成する超音波診断装置が活用されている。ここで、三次元画像は、生体組織
を三次元的又は立体的に表現した画像であって物理的には二次元の画像である。三次元画
像を用いれば、例えば、母体中の胎児を、奥行感をもって表現することが可能である。胎
児の顔を現した三次元画像の印刷物が妊婦に渡されることも多い。三次元画像を構築する
際にはボリュームレンダリング法等の各種の方法が利用される。
【０００４】
　ボリュームレンダリング法について説明する。母体内の三次元空間から取得されたボリ
ュームデータに対して複数のレイ（視線）が設定される。個々のレイにおいて、所定の終
了条件が満たされるまで、当該レイに沿って、ボクセル単位で光量演算が繰り返し実行さ
れる。これにより得られる複数の画素値のマッピングにより三次元画像が構築される。
【０００５】
ボリュームデータに対応する三次元空間において、胎児頭部の手前側に子宮壁（胎盤を含
む）、羊水中の浮遊物等が存在すると、それらが三次元画像上においてノイズとなって現
れる。すなわち、胎児の顔の観察に支障が生じる。そこで、画像化の対象となる部分とそ
うでない部分とを識別することが必要となる。そのため、従来においては、３Ｄ－ＲＯＩ
（三次元関心領域）が利用される（特許文献１を参照）。３Ｄ－ＲＯＩの設定をユーザー
に求める場合、煩雑な操作が必要となる。また、３Ｄ－ＲＯＩの設定を自動化する場合、
高度なアルゴリズムが必要であり、あるいは、場合によっては識別精度が問題となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－　８３４３９号公報
【特許文献２】特開２０１０－１４８８２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　胎児の頭部（特に顔面）の画像化に際し、子宮壁、羊水中の浮遊物等ができるだけ画像
化されないようにすることが望まれる。そこで、画像化対象を限定するための従来の３Ｄ
－ＲＯＩに代わる又はそれと併用できる新しい技術の提供が望まれている。
【０００８】
なお、特許文献２の第００４１段落には、胎児の顔における輪郭、目、鼻、口等のパーツ
をパターンマッチングにより抽出することが記載されている。抽出されたパーツに基づい
てレンダリング方向が自動的に決定されている。しかし、特許文献２には、抽出されたパ
ーツの座標情報を拠り所として、そのパーツが属する組織を他の組織から識別することま
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では記載されていない。なお、上記で指摘した問題は産科以外の科目においても指摘され
得るものである。
【０００９】
　本発明の目的は、画像化の対象となる対象組織を他の組織から識別して画像化すること
にある。あるいは、本発明の目的は、胎児を観察する上で妨げとなるノイズを抑制できる
画像処理を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　実施形態に係る超音波画像処理装置は、生体内の三次元空間から取得されたボリューム
データに対し、対象組織に属する注目部位に対応するテンプレートを利用したマッチング
処理を適用するマッチング処理手段と、前記マッチング処理の結果に基づいて、前記ボリ
ュームデータの中から、前記注目部位を含んでいる前記対象組織に対応する対象組織デー
タを識別する識別手段と、前記対象組織データに基づいて三次元画像を形成する画像形成
手段と、を含む。
【００１１】
　上記構成によれば、ボリュームデータに対してテンプレートを利用したマッチング処理
が適用され、そのマッチング処理結果に基づいて対象組織データが識別される。実施形態
において、マッチング処理では、注目部位に対応する二次元又は三次元のテンプレートが
利用される。テンプレートは、注目部位（例えば目及びその周囲）のデータパターンを模
したデータパターンを有する。最良のマッチング結果が得られた時点でのテンプレートの
三次元座標情報が特定される。三次元座標情報は、三次元空間内における注目部位の三次
元座標を特定する情報とも言い得る。ボリュームデータから、注目部位データを拠り所と
して、注目部位を含む対象組織に対応する対象組織データが抽出される。
【００１２】
　このように、上記識別方法は、対象組織データと非対象組織データとの間に境界面を設
定し、それによってそれらのデータを弁別するのではなく、対象組織に注目部位が属して
いることに着目し、まず注目部位データを特定し、その注目部位データを拠り所として、
対象組織データを特定するものである。
【００１３】
実施形態において、対象組織は注目部位を包含する組織である。対象組織データは注目部
位データの少なくとも一部を含む。例えば、対象組織データは高輝度データであり、注目
部位データは高輝度データ及び低輝度データの両方を含む。その場合、前者の高輝度デー
タを起点として、データ繋がり関係から、対象組織データが抽出されてもよい。後者の低
輝度データは画像化対象から除外されてもよい。低輝度データが目に相当するデータであ
っても、目の手前側にある瞼が高輝度データとして画像化されれば（そのように画像処理
条件を設定すれば）、目が凹みとして表現されてしまう問題を回避できる。
【００１４】
実施形態において、前記対象組織は胎児の頭部であり、前記注目部位は前記頭部に含まれ
る部位である。実施形態において、前記注目部位は、目を含む部位、目及び腔を含む部位
、額を含む部位、並びに、鼻及び口を含む部位、の内の少なくとも１つである。
【００１５】
　実施形態において、前記マッチング処理手段は、前記テンプレートのサイズを可変しな
がら前記マッチング処理を実行する。胎児の週数によって胎児の大きさは変化するので、
精度の良いマッチング処理を行うためには、テンプレートのサイズを可変するのが望まし
い。サイズの異なる複数のテンプレートを用意しておき、それらを選択的に利用してもよ
い。胎児の週数に応じてテンプレートの内容又は種別を異ならせてもよい。マッチング処
理において、更に、テンプレートの回転角度を可変させてもよい。ボリュームデータの間
引き率を可変することにより、テンプレートの相対的なサイズを変更してもよい。
【００１６】
　実施形態において、前記マッチング処理手段は、前記テンプレートの輝度を可変しなが
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ら前記マッチング処理を実行する。ゲインその他の諸条件によってボリュームデータの輝
度分布は変化する。よって、テンプレートの輝度を可変しながらマッチング処理を実行す
るのが望ましい。ボリュームデータの輝度分布に基づいてテンプレートの輝度を適応的に
設定してもよい。二値化テンプレートを用いることも考えられる。
【００１７】
　実施形態において、前記テンプレートは二次元テンプレートであり、前記マッチング処
理手段は、前記ボリュームデータから面データを順次選択し、選択された面データに対し
て前記二次元テンプレートを用いた前記マッチング処理を適用する。三次元テンプレート
を利用する場合、多くの自由度が生じるので、処理を簡便に行うためには、二次元テンプ
レートを用いるのが望ましい。その場合、ボリュームデータから順次切り出される面デー
タがテンプレートの比較対象とされる。三次元空間内における胎児の姿勢は様々である。
それを考慮して二次元テンプレートを構成するのが望ましい。例えば、眼球は、ほぼ球体
であり、いずれの方向から観察してもそれは円形として現れるので、つまり基本的に角度
依存性又は方向性がないので、眼球及びその周囲を模擬したテンプレートを利用すれば、
マッチング処理でのテンプレート回転を省略できる。
【００１８】
　実施形態において、前記マッチング処理の結果として三次元座標情報が取得され、前記
識別手段は前記三次元座標情報に基づいて前記対象組織データを識別する。三次元座標情
報は、注目部位の三次元座標、又は、最良マッチング結果が得られた時点でのテンプレー
トの三次元座標を示すものである。実施形態において、前記二次元テンプレートは、眼球
を模擬した第1輝度を有する円形領域と、その周囲の領域であって前記第1輝度よりも高い
第2輝度を有する周囲領域と、を含む。
【００１９】
　実施形態に係る画像処理方法は、生体内の三次元空間から取得されたボリュームデータ
に対し、胎児の頭部に属する注目部位に対応するテンプレートを利用したマッチング処理
を適用する工程と、前記マッチング処理の結果に基づいて、前記ボリュームデータの中か
ら、前記注目部位を含んでいる前記頭部に対応する頭部データを識別する工程と、を含む
ものである。
【００２０】
　上記構成によれば、テンプレートを利用したマッチング処理の結果に基づいてボリュー
ムデータに含まれる頭部データが識別される。その頭部データがレンダリング処理される
。レンダリング方法として、ボリュームレンダリング法、サーフェイスレンダリング法、
等が知られている。頭部データに対する自動的な計測等が実行されてもよい。上記画像処
理方法は、対象組織と非対象組織との間に境界面を設定し、その境界面によってそれらを
識別するものではなく、対象組織における一部分（注目部位）を特定し、その一部分を含
んでいる（その一部分に繋がっている）組織として対象組織を識別するものである。デー
タの連続性を利用してオブジェクトを抽出する手法として、ラベリング法、リージョン・
グローイング法等が知られている。
【００２１】
上記画像処理方法はプログラムによって実現され得る。そのプログラムは、可搬型の記憶
媒体又はネットワークを介して、超音波画像処理装置にインストールされる。超音波画像
処理装置は、超音波診断装置、情報処理装置等により構成されるものである。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、画像化の対象となる対象組織を他の組織から識別して画像化すること
ができる。あるいは、本発明によれば、胎児を観察する上で妨げとなるノイズを抑制でき
る。あるいは、本発明によれば、対象組織と他の組織との間にそれらを分離する面等を設
定しない場合であっても対象組織だけを画像化できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
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【図１】本発明に係る超音波画像処理装置としての超音波診断装置の実施形態を示すブロ
ック図である。
【図２】画像処理方法の第１例を示す概念図である。
【図３】画像処理方法の第１例を示す流れ図である。
【図４】パターンマッチング処理を示す流れ図である。
【図５】画像処理方法を適用しないで形成された三次元画像とそれを適用して形成された
三次元画像とを示す図である。
【図６】テンプレートの第２例及びそれを用いたマッチング処理を示す図である。
【図７】テンプレートの第３例を示す図である。
【図８】テンプレートの第４例及びそれを用いたマッチング処理を示す図である。
【図９】テンプレートの第５例を示す図である。
【図１０】テンプレートの第５例を用いたマッチング処理を示す図である。
【図１１】テンプレートの第６例を示す図である。
【図１２】テンプレートの第６例を用いたマッチング処理を示す図である。
【図１３】画像処理方法の第２例を示す流れ図である。
【図１４】テンプレートの輝度の可変を説明するための図である。
【図１５】画像処理方法の第３例を示す流れ図である。
【図１６】画像処理方法の第４例を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２５】
　図１には、超音波画像処理装置としての超音波診断装置がブロック図として示されてい
る。超音波診断装置は病院等の医療機関に設置され、生体に対する超音波の送受波により
得られた受信信号に基づいて超音波画像を形成及び表示する装置である。本実施形態にお
いては、産科における妊婦が被検者であり、胎児の頭部（特に顔面）についての三次元画
像が形成される。
【００２６】
　図１において、超音波診断装置は、３Ｄプローブ１０を有する。３Ｄプローブ１０は、
プローブヘッド、ケーブル及びコネクタによって構成される。コネクタが超音波診断装置
本体に対して着脱可能に装着される。プローブヘッドが妊婦の腹部表面上に当接される。
プローブヘッドは、図示の例では、二次元配列された複数の振動素子からなる２Ｄアレイ
振動子を有している。２Ｄアレイ振動子によって超音波ビームが形成され、それが二次元
的に電子走査される。これにより、子宮内の胎児を包含する三次元データ取込空間（三次
元空間）が形成される。その三次元空間からボリュームデータが取得される。
【００２７】
　２Ｄアレイ振動子に代えて、１Ｄアレイ振動子及びそれを機械走査する機構を設けても
よい。そのような構成を採用する場合、１Ｄアレイ振動子によりビーム走査面が形成され
、その機械走査により、上記の三次元空間が形成される。
【００２８】
　送受信部１２は、送信ビームフォーマー及び受信ビームフォーマーとして機能する電子
回路である。送信時において、送受信部１２から２Ｄアレイ振動子へ複数の送信信号が供
給される。これにより送信ビームが形成される。受信時において、生体内からの反射波が
２Ｄアレイ振動子で受波される。これにより２Ｄアレイ振動子から送受信部１２へ複数の
受信信号が並列的に出力される。送受信部１２は、複数のアンプ、複数のＡ／Ｄ変換器、
複数の遅延回路、加算回路等を有する。送受信部１２において、複数の受信信号が整相加
算（遅延加算）されて、受信ビームに相当するビームデータが形成される。
【００２９】
　一般に、ボリュームデータは、複数の受信フレームデータにより構成され、各受信フレ
ームデータは複数のビームデータにより構成される。各ビームデータは深さ方向に並ぶ複
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数のエコーデータにより構成される。
【００３０】
　ビームデータ処理部１４は、各ビームデータに対して各種の処理を適用する手段である
。その処理には、検波、対数変換、相関処理等が含まれる。ビームデータ処理部１４から
出力されたビームデータを構成する個々のエコーデータが３Ｄメモリ１６に格納される。
３Ｄメモリ１６は、生体内の三次元空間に対応したデータ記憶空間を有している。個々の
エコーデータは、それが取得された三次元座標に対応するメモリ座標にマッピングされる
。すなわち、図示の構成例では、３Ｄメモリ１６への各エコーデータの書き込み時に、座
標変換が実行されている。その座標変換を二段階で行うことも可能である。例えば、二次
元座標変換を実行した上で、三次元座標変換を実行してもよい。図示の構成例では、制御
部２４が座標変換機能を発揮している。もちろん、座標変換用のプロセッサを設けてもよ
い。いずれにしても、３Ｄメモリ１６には、生体内の三次元空間から順次取得されるボリ
ュームデータが順次格納される。
【００３１】
　断層画像を表示する場合、３Ｄメモリ１６内のボリュームデータから切り出された面デ
ータ（スライスデータ）が表示処理部２０へ送られる。複数の断層画像が同時に表示され
てもよい。三次元画像を形成するために、３Ｄメモリ１６に格納されたボリュームデータ
が画像処理部１８へ送られている。
【００３２】
　画像処理部１８は、ボリュームデータに基づいて三次元画像を形成する電子回路である
。その電子回路は画像処理用のプロセッサを含む。図示の構成例において、画像処理部１
８は複数の機能を有しており、それらが複数のブロックによって表現されている。複数の
ブロックは、具体的には、マッチング処理部３０、識別部３２、及び、レンダリング部３
４を表している。個々のブロックが専用のプロセッサで実現されてもよいし、複数のブロ
ックが単一のプロセッサで実現されてもよい。更に、複数のブロックがメインＣＰＵの機
能として実現されてもよい。
【００３３】
　マッチング処理部３０は、マッチング手段又はマッチング処理手段として機能する。マ
ッチング処理部３０は、ボリュームデータから順次切り出される面データに対してテンプ
レート（パターン）マッチング処理を適用するものである。その際に利用されるテンプレ
ートは、注目部位（例えば、胎児の目及びその周囲）のデータパターン（データ構造）を
模擬したデータパターンを有するものである。ＴＰメモリ２８上にテンプレート（二次元
テンプレート）が事前に格納されているが、必要な都度、テンプレートを生成してもよい
。切り出された面データは断層画像に相当し、面データ上の各位置において、面データと
テンプレートとの間での類似度合いが評価される。評価値としては、例えば、公知のＳＳ
Ｄ（Sum of Squared Difference）又はＳＡＤ（Sum of Absolute Difference）が利用さ
れる。ボリュームデータ（複数の面データ）の中で、ＳＳＤ又はＳＡＤが最小値となった
時点でのテンプレート位置が最良マッチング位置となる。その際のテンプレート（又は注
目部位）の三次元座標を示す情報が識別部３２へ渡される。
【００３４】
　マッチング処理に際しては、テンプレートのサイズを可変するのが望ましい。胎児の週
数に応じて胎児の大きさが異なるからである。ボリュームデータの間引き率を変えること
により、結果として、テンプレートのサイズが相対的に可変されてもよい。マッチング処
理においては、必要に応じて、テンプレートの向き又は姿勢が可変される。胎児の向きは
区々だからである。もっとも、方向性又は角度依存性のないテンプレートを使うことによ
り、テンプレートの向き又は姿勢の可変を省略することが可能である。
【００３５】
　また、マッチング処理に際しては、テンプレートの輝度が可変される。ボリュームデー
タの輝度分布は、ゲインその他の条件によって変化するためである。ボリュームデータの
輝度分布に基づいてテンプレートの輝度を適応的に設定してもよい。テンプレートとして
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、高輝度領域と低輝度領域の２つの領域からなるものを利用する場合、それら２つの領域
の輝度がいずれも可変される。但し、一方だけを可変してもよい。いずれにしても、注目
部位に対してテンプレートが、よりマッチングするように、換言すれば、注目部位の特定
精度が高まるように、一連のマッチング処理の過程において、諸条件を変化させるのが望
ましい。
【００３６】
　識別部３２は、識別手段として機能するものである。識別部３２は、ボリュームデータ
中において、注目部位を含む対象組織（本実施形態において胎児の頭部（特に顔））に対
応する対象組織データを抽出、弁別又は識別するモジュールである。換言すれば、対象組
織データ以外のデータ（子宮壁データ、浮遊物データ等）を除外又は除去するモジュール
である。本実施形態では、ボリュームデータがフィルタ処理及び閾値処理された上で、閾
値処理後のボリュームデータに含まれる複数の高輝度集団を特定する三次元ラベリング処
理が実行される。その後、上記のように特定された三次元座標情報に基づいて、複数の高
輝度集団の中から、特定の高輝度集団が識別される。その特定の高輝度集団が、対象組織
データ（胎児の頭部に相当するデータ）である。例えば、最良評価値を得た時点でのテン
プレート（具体的にはテンプレート中の高輝度領域）が属する又は重なる部分として、特
定の高輝度集団が選択される。三次元座標情報又は最良評価値を得た時点でのテンプレー
トの高輝度領域を出発点として、連続性又は繋がり条件の下で、高輝度データの探索を実
行することにより、対象組織に相当する特定の高輝度集団を特定してもよい。その場合、
リージョン・グローイング処理あるいはペイント処理を利用してもよい。
【００３７】
　識別された高輝度集団はフラグ１をもったボクセル集団であり、その周囲はフラグ０を
もったボクセル集団である。それらのボクセル集団が三次元マスクデータとしてレンダリ
ング部３４へ与えられる。フラグ１をもったボクセルはレンダリング演算の対象とされ、
フラグ０をもったボクセルはレンダリング演算から除外される。
【００３８】
　レンダリング部３４は、レンダリング手段又は画像形成手段として機能する。レンダリ
ング部３４は、ボリュームデータに対して、視点から出る複数のレイ（視線）を設定し、
個々のレイごとに、深さ方向に沿ってボクセル単位で光量演算を繰り返し実行する。個々
のレイごとに、終了条件が満たされた時点での光量が画素値とされる。本実施形態では、
レンダリング演算の対象は、上記特定の高輝度集団つまり対象組織データである。対象組
織データはボクセル集合として観念され、それを構成する個々のボクセルはフラグ１を有
するボクセルである。上記のように、フラグ０を有するボクセルはレンダリング演算の対
象から除外される。そのような条件設定により、対象組織データだけが画像化された三次
画像を構築することが可能となる。すなわり、胎児の視点側（手前側）に存在する子宮壁
、羊水中の浮遊物等の画像化を防止又は制限して、胎児頭部の全体が明瞭に現れた三次元
画像を形成することが可能となる。そのような三次元画像の印刷物が被検者である妊婦に
わたされる。画像処理部１８で実施される処理については、図２以降の各図を用いて詳述
する。画像処理部１８は、リアルタイムで胎児の頭部を表した三次元画像を形成し、その
データを表示処理部２０へ出力する。
【００３９】
　なお、図示の構成例では、座標変換後のボリュームデータに対してマッチング処理や識
別処理が適用されているが、座標変換前のボリュームデータに対してマッチング処理や識
別処理が適用されてもよい。
【００４０】
　表示処理部２０は、画像合成機能、カラー処理機能等を有する。表示器２２は、ＬＣＤ
又は有機ＥＬデバイス等によって構成され、その表示画面上には超音波画像が表示される
。超音波画像は、上記のように、断層画像、三次元画像等である。
【００４１】
　制御部２４は、図１に示されている各構成を制御する制御手段として機能し、ＣＰＵ及



(9) JP 2018-149055 A 2018.9.27

10

20

30

40

50

び動作プログラムにより構成される。制御部２４には操作パネル２６が接続されている。
操作パネル２６は、トラックボール、スイッチ、キーボード等の多様な入力デバイスを有
する。操作パネル２６を利用して、画像処理条件がマニュアルで変更される。
【００４２】
　図２には、本実施形態における画像処理方法が概念的に示されている。母体内の三次元
空間から、ボリュームデータ４０が取得される。例えば、ボリュームデータ４０には、胎
児に相当するデータ（胎児データ）、羊水に相当するデータ（羊水データ）、子宮壁（胎
盤を含む）に相当するデータ（子宮壁データ）、羊水中の浮遊物に相当するデータ（浮遊
物データ）等が含まれる。その内で、画像化対象は胎児データであり、特にその中の頭部
データ（顔面データ）である。画像化をしたくないデータ（ノイズ）は、胎児の手前側に
存在する子宮壁、浮遊物等に相当するデータである。対象データだけが画像化され、ノイ
ズ（非対象データ）が画像化されないようにするため、以下に説明するマッチング処理（
図２において左側を参照）と識別処理（図２において右側を参照）とが実行される。
【００４３】
　マッチング処理では、ボリュームデータ４０から順次切り出された面データ４２Ａが順
次、処理対象となる。図２ではその切り出しが符号４４で示されている。面データ４２Ａ
は、概ね高い輝度をもった子宮壁領域（子宮壁データ）４８、概ね低い輝度をもった羊水
領域（羊水データ）５０、及び、概ね高い輝度をもった頭部（顔面）領域（頭部データ）
５２を含んでいる。頭部領域５２の中には、周囲よりも輝度が落ち込んだ円形の眼球部分
５４が含まれる。階調数は例えば２５６であり、輝度は０から２５５の間で変化する。
【００４４】
　テンプレート４６は、図示の第１例において、二次元テンプレートであり、それは矩形
の形態を有している。具体的には、テンプレート４６は円形領域４６Ａと周囲領域４６Ｂ
とからなる。円形領域４６Ａは眼球を模擬した領域であり、周囲領域２６Ｂは眼球周囲組
織を模擬した領域である。円形領域４６Ａが有する輝度は低く、例えば０である。周囲領
域４６Ｂが有する輝度は高く、例えば１００である。本願明細書上に記載する各数値はい
ずれも例示である。
【００４５】
　マッチング処理は面データ単位で実行される。具体的には、面データ４２Ａに対してテ
ンプレート４６をラスター走査させながら、各走査位置において面データ４２Ａとテンプ
レート４６との間での類似度合い（評価値）が計算される。面データごとに最も良い評価
値が特定され、その評価値及びそれが求められた時点でのテンプレート４６の三次元座標
情報が記憶される。すべての面データ４２に対して上記処理が適用された後、記憶されて
いた複数の評価値の中から、最良評価値が判定される。最良評価値に対応する三次元座標
情報５６が識別処理で利用される。その三次元座標情報は、最良評価値が得られた時点で
のテンプレート（符号４７参照）の三次元座標を表すものであり、換言すれば、三次元空
間内における注目部位（目及び周囲組織）の三次元座標を表すものである。三次元座標情
報は、最良評価値を得た時点でのテンプレート（符号４７参照）の代表座標を示す情報又
はそのテンプレート（符号４７参照）の外形上の複数の座標を示す情報として構成されう
る。実際には、テンプレートのサイズ及び輝度を変えながら、マッチング処理が遂行され
る。
【００４６】
　識別処理では、ボリュームデータ４０に対する閾値処理（あるいは二値化処理）が行わ
れた上で（符号５８参照）、その処理結果に対する３Ｄラベリング処理により、複数の高
輝度集団６２Ａ，６２Ｂ，６２Ｃが抽出される。個々の高輝度集団６２Ａ，６２Ｂ，６２
Ｃは、所定輝度以上の輝度を有し相互連結関係にある複数のボクセルからなるものである
。閾値処理に先立ってフィルタ処理等が施されてもよい。符号６０はラベリング処理後の
ボリュームデータを示している。続いて、三次元座標情報５６に基づいて、複数の高輝度
集団６２Ａ，６２Ｂ，６２Ｃの中から、特定の高輝度集団６２Ｂが選別される。その特定
の高輝度集団６２Ｂは、最良評価値を得た時点でのテンプレート６６の一部又は全部を含
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むものである。具体的には、テンプレート６６中の周囲領域を含むものとして高輝度集団
６２Ｂが特定される。逆に言えば、それ以外の複数の高輝度集団６２Ａ，６２Ｃは画像化
対象から除外される。このような処理により、胎児頭部データと、ノイズ（子宮壁データ
及び浮遊物データを含む）とを弁別し、前者だけを取り出すことが可能となる。
【００４７】
　実際には、抽出された高輝度集団６２Ｂだけを有するボリュームデータ６４が三次元の
マスクデータとして利用される。マスクデータにおいては、画像化対象となるボクセルに
対してフラグ１が与えられており、それ以外のボクセルに対してフラグ０が与えられてい
る。
【００４８】
　レンダリング処理では、ボリュームデータ４０に対して、視点から出る複数のレイ７２
が設定され、各レイ上において視点から奥行き方向へボクセル７２ａ単位で不透明度を利
用した光量演算が実行される。その際、マスクデータに従ってフラグ１が付与されたボク
セルだけが参照される。結果として、胎児頭部データ７０だけが画像化されることになる
。すなわち、子宮壁データ及び浮遊物データはレンダリング演算の対象から除外される。
複数のレイについて演算された複数の最終光量が複数の画素値としてスクリーン上にマッ
ピングされる。これにより三次元画像７４が構成される。
【００４９】
　３Ｄ－ＲＯＩを利用した従来の識別方法は、対象組織と非対象組織との間に境界面を設
定するものであったが、上記の識別方法は、そのような境界面によらずに、胎児中の特徴
部分を先に特定し、そこからの繋がり関係を利用して画像化対象となる胎児頭部を抽出す
るものである。もっとも、本願の識別方法と従来の識別方法とを併用してもよい。更に第
３の方法を組み合わせてもよい。
【００５０】
　上記のテンプレートマッチングにおいては、注目部位を大凡特定できている限りにおい
て、位置特定精度が高くなくても、対象組織の識別上、問題は生じない。逆に言えば、ボ
リュームデータの間引き等により分解能を引き下げても実用上の問題は生じない。寧ろデ
ータ数を削減することにより演算の高速化を期待できる。その意味において従来の一般的
なテンプレートマッチング法とは大きく異なる。
【００５１】
　上記のテンプレート４６は方向性又は角度依存性のないものであり、テンプレート４６
の向きの可変を省略できる。また、胎児の向きが様々であっても共通のテンプレート４６
を利用できるという利点を得られる。右目部位が特定されても左目部位が特定されても基
本的に識別結果に差は生じない。いずれの場合でも三次元座標情報から胎児頭部データを
識別することが可能である。
【００５２】
　図３には、図２に示した画像処理方法（第１例）が流れ図として示されている。Ｓ１０
では、母体内三次元空間からボリュームデータが取得される。Ａで示されるように、ボリ
ュームデータから面データが順次切り出される。その際、必要に応じて、データの間引き
が実施される。Ｓ１２では、選択されたテンプレートを利用してパターンマッチング処理
が実行される。これは注目部位の探索処理に相当する。Ｓ１４はテンプレートの選択工程
である。テンプレートはマニュアルで又は自動的に選択される。胎児の週数に応じてテン
プレートが自動的に選択されてもよい。Ｓ１２の実行結果として、最良評価値が得られた
時点でのテンプレートの三次元座標を示す三次元座標情報が特定される。それがＢで示す
ように後述するＳ２０の処理において利用される。
【００５３】
　一方、Ｓ１６ではボリュームデータに対して前処理が適用される。前処理には、フィル
タ処理、閾値処理等が含まれる。Ｓ１２において、テンプレートの最適サイズが特定され
た場合、その最適サイズに基づいて（図２中のＤを参照）、Ｓ１６においてフィルタ係数
や窓サイズを可変するようにしてもよい。閾値処理では、所定の閾値以上の高輝度データ



(11) JP 2018-149055 A 2018.9.27

10

20

30

40

50

が抽出される。それは二値化処理といってもよい。
【００５４】
　Ｓ１８では、三次元ラベリング処理が実行される。これにより、複数の高輝度集団が弁
別される。個々の高輝度集団はラベル番号によって管理される。Ｓ２０では、複数の高輝
度集団の中から、三次元座標情報に基づいて画像化対象となる特定の高輝度集団が識別さ
れる。それが胎児頭部データに相当する。Ｓ２０の処理結果として、三次元マスクデータ
が構成され、それがボリュームレンダリングＳ２２において利用される（図２中のＣを参
照）。
【００５５】
　ボリュームレンダリングＳ２２では、ボリュームデータに対して複数のレイが設定され
る。レイ単位で、レイに沿って光量演算が繰り返し実行され、終了条件を満たした時点で
の光量が当該レイに対応する画素の画素値とされる。但し、光量演算は、フラグ１を有す
るボクセルについてだけ実行され、フラグ０を有するボクセルは演算対象から除外される
。Ｓ２２において、別途設定された３Ｄ－ＲＯＩが考慮されてもよい。すなわち、その範
囲内においてレンダリング処理が実行されてもよい。Ｓ２４では以上のように構成された
三次元画像が表示される。１つのボリュームデータが取得される都度、１つの三次元画像
が構築される。記憶されている過去のボリュームデータが処理対象となってもよい。抽出
された胎児データに対して計測等の他の処理が適用されてもよい。
【００５６】
　図４には図３に示したマッチング処理Ｓ１２の具体例が流れ図として示されている。Ｓ
３０では、テンプレートサイズを規定する変数Ｓに初期値Ｓ１が代入される。Ｓ３２では
、変数Ｓに従って、テンプレートサイズが設定される。Ｓ３４では、Ｚ方向（面データ並
び方向）の位置を規定する変数Ｚに初期値Ｚ１が代入され、Ｓ３６で当該位置における面
データの切り出しが行われる。Ｓ３８及びＳ４０では、Ｙ方向の位置及びＸ方向の位置を
規定する変数Ｙ，Ｘにそれぞれ初期値Ｙ１，Ｘ１が代入される。Ｓ４２では、切り出され
たＺの位置にある面データにおける座標（Ｘ，Ｙ）の位置に、サイズＳをもったテンプレ
ートが設定される。Ｓ４４ではパターンマッチングが実行され、つまり評価値が演算され
る。その評価値が三次元座標情報と共に記録される。
【００５７】
　Ｓ４６において、ＸがＸmaxに到達していないと判断された場合、Ｓ４８においてＸが
１つインクリメントされた上で、Ｓ４２以降の工程が繰り返し実行される。Ｓ４６におい
て、ＸがＸmaxに到達していると判断された場合、Ｓ５０が実行される。Ｓ５０において
、ＹがＹmaxに到達していないと判断された場合、Ｓ５２においてＹが１つインクリメン
トされた上で、Ｓ４０以降の工程が繰り返し実行される。Ｓ５０において、ＹがＹmaxに
到達していると判断された場合、Ｓ５４が実行される。Ｓ５４において、ＺがＺmaxに到
達していないと判断された場合、Ｓ５６においてＺが１つインクリメントされた上で、Ｓ
３６以降の工程が繰り返し実行される。Ｓ５４において、ＺがＺmaxに到達していると判
断された場合、Ｓ５８が実行される。Ｓ５８において、ＳがＳmaxに到達していないと判
断された場合、Ｓ６０においてＳが１つインクリメントされた上で、Ｓ３２以降の工程が
繰り返し実行される。Ｓ５８において、ＳがＳmaxに到達していると判断された場合、Ｓ
６２が実行される。Ｓ６２では、最良評価値となった時点でのテンプレートの三次元座標
情報が特定される。図示の例ではＳ６２が最終工程である。
【００５８】
　図４に示した流れ図には示されていないが、更に、テンプレートの輝度を可変してもよ
い。あるいは、テンプレートの向き又は姿勢を可変してもよい。テンプレートの運動にｎ
個の自由度がある場合、ｎ個のパラメータを個別的に可変させてもよい。
【００５９】
　図５の左側には上記画像処理方法を適用しないで形成された三次元画像７６が模式的に
示されている。図５の右側には上記画像処理方法を適用して形成された三次元画像７６Ａ
が模式的に示されている。三次元画像７６には、胎児頭部像７８の他、子宮壁像８０、浮
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遊物像８２ａ，８２ｂ，８２ｃが現れている。それらのノイズによって胎児頭部像７８の
一部分が隠されている。これに対して三次元画像７６Ａにおいては、胎児頭部像７８が明
確に現れており、各種ノイズが消失している。これにより画像診断精度を高められ、また
、妊婦に対して高品質の三次元画像を提供することが可能となる。
【００６０】
　図６にはテンプレートの第２例及びそれを利用したマッチング処理が示されている。胎
児頭部像８４は、胎児頭部の垂直断面（頭部中心軸に直交する断面）に相当するものであ
る。胎児頭部像８４には、３つの低輝度部分が含まれ、具体的には、右目部分８６ａ，篩
骨洞（しこつどう）部分８８，左目部分８６ｂが含まれる。篩骨洞は、右目と左目の間に
ある腔（右側の篩骨と左側の篩骨とに挟まれている腔）であって、複数ある副鼻腔の１つ
である。それらの３つは、面データ上において、それぞれ黒い（低輝度の）円形エリアと
して現れる。
【００６１】
　それらを含む注目部位を探索するためのツールがテンプレート９０である。テンプレー
ト９０は、水平方向に並んだ３つの円形領域９２ａ，９４，９２ｂと、それらの回りの領
域９６と、からなる。円形領域９２ａ，９２ｂのサイズは相対的に大きく、それらの輝度
は低い。円形領域９４のサイズは相対的に小さく、その輝度も低い。領域９６の輝度は高
い。これは、上記右目部分８６ａ，篩骨洞部分８８及び左目部分８６ｂを含む注目部位を
模擬したためである。
【００６２】
　テンプレート９０の位置、サイズ、傾斜角度をそれぞれ独立して可変しながらテンプレ
ートマッチングが繰り返し実行される。その上で、最良評価値を得た時点でのテンプレー
ト９０Ａの三次元座標、傾斜角度、及び、サイズ（倍率）が特定される。図６には、テン
プレート９０Ａにおける短手方向のサイズがｘ１で示されており、長手方向のサイズがｙ
１で示されている。テンプレート９０Ａの傾斜角度がθで示されている。
【００６３】
　図７にはテンプレートの第３例が示されている。テンプレート９８は、２つの円形領域
１００，１０２及びそれらの周囲の部分１０４を有する。円形領域１００は、上記円形領
域９２ａに相当し、円形領域１０２は上記円形領域９４に相当する。すなわち、テンプレ
ート９８は、上記テンプレート９０の一部分を切り取ったものに相当する。このようなテ
ンプレート９８を利用して注目部位を特定することも可能である。
【００６４】
　図８にはテンプレートの第４例及びそれを利用したマッチング処理が示されている。胎
児頭部像１０６は、胎児頭部の水平断面（頭部中心軸に平行な断面であって正面を向く断
面）に相当するものである。胎児頭部像１０６には、３つの低輝度部分が含まれ、具体的
には、右目部分１０８ａ，鼻腔部分１１０，左目部分１０８ｂが含まれる。鼻腔は、鼻の
中の腔である。それらの低輝度部分はそれぞれ、ほぼ円形の領域である。右目部分１０８
ａ及び左目部分１０８ｂのサイズよりも、鼻腔部分１１０のサイズの方が小さい。鼻腔部
分１１０は、右目部分１０８ａ及び左目部分１０８ｂを結ぶラインよりも、口の側に偏倚
している。
【００６５】
　それらを含む注目部位を探索するためのツールがテンプレート１１２である。テンプレ
ート１１２は、３つの円形領域１１４ａ，１１６，１１４ｂとそれらの周りの領域１１８
とからなる。円形領域１１４ａ，１１４ｂのサイズは相対的に大きく、それらの輝度は低
い。円形領域１１６のサイズは相対的に小さく、その輝度も低い。領域１１８の輝度は高
い。これは、上記右目部分１０８ａ，鼻腔部分１１０及び左目部分１０８ｂを含む注目部
位を模擬したためである。
【００６６】
　テンプレート１１２の位置、サイズ、傾斜角度をそれぞれ独立して可変しながらテンプ
レートマッチングが繰り返し実行される。最良評価値を得た時点でのテンプレート１１２
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Ａの三次元座標、傾斜角度、及び、サイズ（倍率）が特定される。
【００６７】
　図９にはテンプレートの第５例が示されている。テンプレート１２０は、胎児頭部にお
ける額部分に認められるデータパターンを模擬したものである。具体的には、テンプレー
ト１２０は、積層された（あるいは密集した）複数のエリアＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄからなる。個
々のエリアＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄは図示の例では湾曲している。例えば、エリアＡの輝度及びエ
リアＤの輝度として０が与えられ、エリアＢの輝度として１００が与えられ、エリアＣの
輝度として１５０が与えられる。
【００６８】
　図１０には、上記テンプレートを用いたマッチング処理が示されている。胎児頭部像１
２２には額部分が含まれ、額部分は特徴的な階段状の模様として現れている。それに対し
て上記テンプレート１２０Ａがフィッティングされている。これにより、額部分を含む頭
部データを抽出することが可能となる。
【００６９】
　図１１にはテンプレートの第６例が示されている。テンプレート１２４は、胎児頭部に
おける鼻から口を含む注目部位に対応するデータパターンを有する。具体的には、テンプ
レート１２４は、高輝度領域１２６と低輝度領域１２８とからなる。それらの境界線が注
目部位の輪郭に相当している。
【００７０】
　図１２には、上記テンプレートを用いたマッチング処理が示されている。胎児頭部像１
３０には鼻及び口を含む注目部分が含まれ、それに対して上記テンプレート１３２がフィ
ッティングされている。これにより、当該注目部分を含む頭部データを抽出することが可
能となる。
【００７１】
　次に、図１３乃至図１６を用いて、画像処理方法の第２例乃至第４例を説明する。図１
３には、画像処理方法の第２例が流れ図として示されている。なお、図３に示した工程と
同様の工程には同一符号を付し、その説明を省略する。このことは、後述する図１５，図
１６についても同様である。
【００７２】
　図１３において、Ｓ６６では、切り出された面データに対してマッチング処理が適用さ
れる。但し、その際において、Ｓ６４で示すように、テンプレートの輝度が段階的に可変
される。ボリュームデータの輝度分布が状況に応じて変化するためである。
【００７３】
　図１４にはテンプレートの輝度の変化が示されている。テンプレート１３４，１３６，
１３８は同じテンプレート形態を有し互いに輝度が異なる。テンプレート１３４において
内部領域の輝度はＡminであり、周囲領域の輝度はＢminである（但しＡmin＜Ｂmin）。テ
ンプレート１３８において内部領域の輝度はＡmaxであり、周囲領域の輝度はＢmaxである
（但しＡmax＜Ｂmax）。内部領域の輝度はＡminからＡmaxへ段階的に可変され、周囲領域
の輝度もＢminからＢmaxへ段階的に可変される。途中の状態がテンプレート１３６として
示されている。２つの輝度変化率は同じでも構わないし、異なっていてもよい。内部領域
の輝度をＡminに固定してもよい。このようにテンプレートを構成する複数の領域につい
ての複数の輝度の組み合わせを変化させることにより、より良好なマッチング結果を得る
ことが可能となり、別言すれば、誤認の可能性を低減できる。
【００７４】
　図１５には画像処理方法の第３例が流れ図として示されている。この第３例では、面デ
ータがＳ６８で二値化されており、Ｓ７２では、その二値化面データと二値化テンプレー
トとの間でマッチング処理が実行されている。このような処理によればボリュームデータ
の輝度分布の変化に影響を受けにくい。但し、面データ及びテンプレートとも階調を生か
すことができないので、認識率を高めるという観点からは、上記の第１例及び第２例を採
用するのが望ましい。
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【００７５】
　図１６には画像処理方法の第４例が流れ図として示されている。Ｓ７６では、ボリュー
ムデータとＳ７４で選択された３Ｄテンプレートとの間で三次元マッチング処理が実行さ
れている。それにより特定された三次元座標情報がＳ７８での処理にわたされている。Ｓ
７８ではリージョン・グローイング法によって画像化対象が抽出されている。この第４例
でも、注目部位を特定し、それを拠り所として対象データを特定する点において、上記第
１例乃至第３例と同じ特徴事項を有している。Ｓ７６でのマッチング処理に際しては、３
Ｄテンプレートのサイズ、回転角度等の多くのパラメータを独立して可変する必要がある
。このため、演算時間を考えるならば、上記第１例、第２例又は第３例を採用するのが望
ましい。
【００７６】
　本実施形態によれば、画像化の対象となる対象組織を他の組織から識別して画像化する
ことが可能となる。特に、胎児を観察する上で妨げとなるノイズを抑制できる画像処理を
実現できる。また、対象組織と他の組織との間にそれらを分離する面等を設定しない場合
であっても対象組織だけを簡便に画像化できる。
【符号の説明】
【００７７】
　１８　画像処理部、３０　マッチング処理部、３２　識別部、３４　レンダリング部（
画像形成部）、４０　ボリュームデータ、４２　面データ（スライスデータ）、４６　テ
ンプレート、５４　眼球（眼球像）、７０　胎児頭部データ、７４　三次元画像。
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